小布施町の景観と調和した太陽エネルギー利用推進事業補助金　誓約書
小布施町景観と調和した太陽エネルギー利用推進事業補助金の申込を行うにあたり、下記の内容について
誓約します。

誓約者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	小布施町の景観と調和した太陽エネルギー利用推進事業補助金交付要綱及びその他関係法令を遵守し、事業を適正に実施します。また、交付要綱に定めのない事項については、町からの指示に従います。
	☐

	交付要綱に定める事項のほか、町の景観方針を理解し、小布施町の景観と調和した太陽エネルギー利用設備設置方針に従って事業を行います。
	☐

	交付対象設備を設置する建物に他の所有者がいる場合には、当該建物に係るすべての所有者の承諾を得たうえで補助金の申請を行います。
	☐

	補助金の交付を受けた設備の法定耐用年数を経過するまでの間、本事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度等により環境価値を第三者に譲渡することは行いません。
	☐

	補助金の目的達成のために必要な資料や情報等の提供を求められた場合には、指定された期限までにこれを提供します。
	☐

	補助金の申請にあたり、提出するすべての情報及び添付書類に虚偽はありません。
虚偽や不正等により補助金の交付を受けたことが判明した場合には、町が定める期限までに補助金を返還します。
	☐

	国庫補助金又は国庫を財源として長野県が実施する補助金等の交付を受けていません。また、国庫補助金以外の交付を受ける場合は、当該補助金との合計額が交付対象経費を超えない範囲において交付されることを理解しています。
	☐

	補助事業により取得した財産は注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効率的に運用します。
	☐

	補助金の経理について、その収支を明確にした帳簿書類を事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存します。
	☐

	太陽光発電システムを設置する場合、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号に基づく固定価格買取制度（「FIT」）の認証又はFIP（Feed in Premium）制度の認定を取得しません。
	☐

	太陽光発電システムを設置する場合、町が指定する期限までに1年間の発電量及び自家消費量等の実績を町に報告します。
	☐



